
 

 

 

 

 

 

○趣  旨   

児童虐待、いじめ、不登校、子どもの貧困、ヤングケアラー等、子育て家庭における育児不安

が増す中、子育て世代の社会的背景や課題がさらに複雑化・多様化しており、主任児童委員と児

童委員とのさらなる連携・協働が期待されています。 

また、令和６年１月には主任児童委員制度創設３０周年を迎え、民児協は児童委員協議会でも

あることを意識した活動が求められるとともに、主任児童委員活動に関する住民への周知及び委

員に対する理解促進が必要とされています。 

そこで、子ども・子育てを取り巻く状況について理解を深めるとともに、主任児童委員活動に

おける課題への対応策を検討し、活動の一層の強化を図ることを目的として開催します。 
 

１  主 催 

   群馬県民生委員児童委員協議会（群馬県委託事業） 
 

 ２  後 援（予定） 

   群馬県社会福祉協議会 
 

３  日 時 

令和７年２月４日（火）１３：３０～１５：１５（受付 13:00～） 
 

４  会 場 

   群馬県 JA ビル １階 大ホール 

   （〒379-2147 群馬県前橋市亀里町 1310 番地/℡：027-220-2530） 
 

５  定 員 

  ４００名 
 

６  参加対象者 

   主任児童委員、市町村民児協事務局職員等 
 

７  日 程・内 容 

 13:00        13:30 13:45                                 15:15 

受付 開会 講義 閉会 

    【講義】テーマ「主任児童委員活動について（仮）」（９０分） 

            講 師：福島県民生児童委員協議会 副会長 

            主任児童委員活動研究委員会委員長 

古関 久美子 氏 

令和６年度主任児童委員研修会 

開 催 要 項 



【講師プロフィール】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
８  参加申込 
（１）各市町村民児協で取りまとめ、別紙「参加申込書」により、１月２４日（金）迄に県社協地 

域福祉課あてにお申し込みください。 
（２）参加申込書の個人情報については、群馬県社会福祉協議会個人情報保護規定に従い、研修事

務及びこれに関する業務の範囲内で使用します。 
 
 
９  申込み・お問い合せ先 

   群馬県民生委員児童委員協議会 
  群馬県社会福祉協議会 地域福祉局地域福祉課内（担当：高井・小林） 

     〒371-8525 前橋市新前橋町 13-12 
   T E L: 027 ｰ 255-6032／ F A X: 027-255-6173 

E ﾒｰﾙ：minjikyo@g-shakyo.or.jp 

 

【参考】会場・駐車場案内 

 

 
H16.12民生委員・児童委員（主任児童委員）となる 

H29.1 福島県民生児童委員協議会 主任児童委員活動研 

究委員会委員長に就任 

H30.4福島県民生児童委員協議会 副会長に就任 

 

主任児童委員活動ハンドブックの編集委員長も務める 

福島県民生児童委員協議会の主任児童委員を牽引し、 

フードドライブや子ども食堂など地域の子どもに関わ 

るボランティア活動も行っている 

 

福島県民生児童委員協議会 副会長 

主任児童委員活動研究委員会委員長 

古関久美子  氏 

 

駐車場 

 

大ホール 


